
　6　目標の実現力を高める推進方策
　　①トップランナーに対する集中的な支援
　　　　環境の切り口から意欲ある者（トップランナー）の具体の取組に対して集中的に支援（モデル事業の公募）
　　②国土交通省の率先的取組
　　③行動計画の推進状況の点検

①行政の全段階を通じた環境負荷の低減　　　③施策の総合的・集中的投入
②広域・流域の視点の重視　　　　　　　　　　　　④国民各界各層の主体的な行動、連携・協働の促進

国土交通省環境行動計画（案）
ー　国土交通行政のグリーン化　ー

環境の保全・再生・創造は国土交通行政の本来的使命

基 本 的 な考 え方

1　社会資本整備に
　おけるライフサイ
　クル・マネジメント
　（仮称）の導入

①計画決定プロセスに
　おける環境の内在化
②グリーン・バンキング
　・システムの構築
③アセットマネジメント
　の導入

2　環境負荷の小さ
　い交通への転換

①グリーン物流総合プ
　ログラム（仮称）の創
　設
②環境的に持続可能
　な交通（EST）モデル
　事業（仮称）の実施
③東アジア交通グリー
　ン化連携プログラム
　（仮称）の作成

3　環境に対する感
　度の高い市場の
　整備

①ストック重視の住宅
　・建築物市場のグリ
　ーン化総合戦略（仮
　称）の推進
②環境にやさしい経営
　の促進

4　持続可能な国土
　の形成
①全国海の再生プロジ
　ェクト（仮称）の推進
②水と緑のネットワーク
　化計画（仮称）の推進
③水・物質循環システ
　ム健全化プログラム
　（仮称）の推進
④「海洋の健康診断表」
　（仮称）の提供

４つの視点

5　循環型社会の形
　成

①建設工事のゼロエミ
　ッション化
②木材リサイクル市場
　拡大戦略（仮称）の推
　進
③FRP船リサイクルシス
　テムの構築
④リサイクルポート高度
　化プロジェクトの実施
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社会資本整備におけるライフサイクル・マネジメントの導入社会資本整備におけるライフサイクル・マネジメントの導入

　　　

グリーン・バンキング・システムの構築等環境の再生・
創造を行う社会資本整備の推進

公共施設空間を活用した緑化を計画的に進めること等により、
一定のエリアにおいて可能な限り事業の実施に伴う緑地の減
少をおこなわないための仕組み（グリーン・バンキング・システ
ム）を構築　　【平成１６年度より手法の検討】

建設工事のゼロエミッション化

　事業全体のライフサイクルや広域的な観点から、

環境の保全・再生・創造を内在化した取組を進めます

　事業の構想及び計画段階（計画決定プロセス）において、
環境の保全・再生・創造の観点等から総合的な評価を実
施

　【平成１６年度に仕組みの検討、平成17年度から試行的導入】

計画決定プロセスにおける環境の内在化

アセットマネジメントの導入

　建設混合廃棄物
の削減や、建設発
生木材・建設汚泥等、
遅れている分野でリ
サイクルを促進

建設廃棄物の最終
処分量ゼロ

直轄工事においては、
グリーン購入により、
リサイクル材の積極

的活用を促進

湿地、干潟、良好な樹林
地などの再生技術の確立

再生された環境を管理す
る技術の確立

効果的な自然環
境の再生・創造

公園事業 道路事業

様々な事業で公共施設空間活用した緑化を計画
的に推進

総合的な資産管理
手法（アセットマネジ
メント）の導入

公共施設の
長寿命化

環境負荷
の低減
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グリーン物流総合プログラム（仮称）
　環境と効率化の両立に
よる物流最適化の実現

＜支援措置＞（各省施策との連携、温暖化対策の重点施策への位置づけ等検討）

物流分野で約１，４００万トン（物流からの総排出量の約15％、従来目標値の約500万ﾄﾝ増）のＣＯ２削減

各省・産官連携による荷主・物流事業者の
パートナーシップスキームの構築

パートナーシップ計画の実現のための
環境整備

○荷主の環境取組に対する物流事業者の協力
　要請　　　　　

○新技術の普及支援
　　　・スーパーエコシップ、スーパーレールカーゴ、ハイブリッドトラ

ック、エコナビ　など
　　　

○物流効率化やモーダルシフトのためのトータル
　システムの構築支援
　　　・３ＰＬ事業の推進
　　　・コンテナシステムの整備を通じた複合一貫輸送の推進　など

○環境負荷低減型物流インフラの戦略的整備
　　　・内貿ﾕﾆｯﾄﾛｰﾄﾞﾀｰﾐﾅﾙ、物流拠点施設などの整備

＜規律的措置＞

Ø荷主と物流事業者の協力による新たな燃料消費
　削減計画の策定
Ø削減目標の設定と実績のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ　

　荷主と物流事業者の連携
　　　◆アウトソーシング、モーダルシフト、共同輸配送
　　　◆包括的物流管理を行う3PL（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰﾛｼﾞｽﾃｨｸ

ｽ）の活用　　など
　　（定量評価の基盤整備）
　　　　　荷主と物流事業者が燃料消費データを共有するシ
　　　　　ステムの構築

　物流事業者による輸送モードのグリーン化
　　　◆ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸ、ｽｰﾊﾟｰｴｺｼｯﾌﾟなど低公害車・船舶の

導入促進
　　　◆ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなどｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進
　　　◆積載効率の向上　　など

グリーン物流パートナーシップ計画

具体的取組

○環境取組に対する市場評価システムの整備
　　　・物流環境負荷算定ガイドラインの策定と優良企業の公表
　　　・政策投資銀行環境融資との連携　　など　　　

＜市場評価＞
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環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）モデル事業（仮称）

バスの活性化

背　景 ・運輸部門における地球温暖化対策の強化の必要性
・意欲ある者（トップランナー）による先進的取組のモデル化と国による集中支援の必要性

環境の観点から、公共交通とまちづくり等交通流の円滑化、低公害車の導入等
のソフト面、ハード面における各主体間の連携

ＬＲＴの整備・
鉄道の活性
化等

道路整備等

環　　境　　の　　改　　善

補助金、税制優
遇措置、事業の
優先採択　　等

サービス改善
ＬＲＴプロジェクト
の推進

交差点改良等

Environmentally Sustainable Transport ：　環境的に持続可能な交通

環境改善、公共交通機関の利用促進等についての具体的な目標の設定

違法駐車の取り
締まり強化

地方自治体 警察 地元経済界

交通事業者 ＮＰＯ　　等

道路管理者 地元商店街
地方運輸局
地方整備局ＥＳＴ推進協議会（仮称）

公共交通機関の利用促進 自動車交通流の円滑化 歩行者・自転車対策

地元の幅広い
関係者が参加

支援事業終了後も、当該地域において構想内容が継続的に実現されること
（事業者等地域における取組主体の継続的・経済的自立性の確保）

（CO2排出削減量、公共交通機関利用者数　等）

ICカードの導入
ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

オムニバスタウン

ＰＴＰＳ

ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾓｰﾙの
導入

路上工事の縮減
バス専用レーン

低公害車の導入

事業の流れ

低公害車等
の導入

CNGバスの導入
促進

関連の基盤
整備等

歩道、自転車道、
駐輪場等の整備

交通規制等

バス停改善

通勤交通
マネジメント

従業員のマイ
カー通勤の自
粛等

パークアンド
ライド

低公害車両の
優遇ノンステップバス

共通ICカード

推進体制

モデル事業
のポイント

　実 　　　施

モデル地域の採択

各種支援
策の集中
実施

モデル事業のメニュー例

ＥＳＴ

取組の継続性

連　 携

目標設定

地域からの応募　
（事業の企画提案）

実施プログラムの
策定　（各事業主体
の連携・調整）

普及啓発
活動

広報活動の実
施

普及啓発

シンポジウム、
イベントの実施
等

交通結節点整
備

ボトルネック踏
切の解消
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東アジア交通グリーン化連携プログラム

我が国のイニシアチブのもと、東アジア地域の環境問題解
決を目指し、「日・ASEAN交通連携」及び「東アジア物流ハイ
レベル協議」を活用して交通に係る環境問題解決に取組む。

東アジア交通グリーン化連携プログラム（仮称）の作成

環境にやさしい
東アジア物流ネットワークの実現

東アジア物流新時代に向けた取り組み（H17)として、
第1回東アジア物流ハイレベル協議（日中韓＋
ASEAN）を平成17年10月に開催予定。環境にやさし
い東アジア物流ネットワークの実現のための合意形
成を目指す。

日・ASEAN交通連携
環境関連プロジェクトの推進

都市公共交通政策フレームワーク

バスを中心とする公共交通の振興による都市交通の
グリーン化を推進

安全で環境にやさしい自動車プロジェクト

環境・安全のため、技術基準・認証制度の人材育成に
協力し、相互認証制度を推進

ＡＳＥＡＮ鉄道再生事業

　 環境にやさしい都市鉄道の整備充実に向けた課題と
その解決策を網羅した「事業化マニュアル」を策定　

日・ASEAN交通大臣会合
　　第1回２００３．１０　ヤンゴン

　　第2回２００４．１０　プノンペン

交通分野について
日・ASEAN１６プロジェクトを推進

日中運輸ハイレベル協議
　　　　　　　　　　　２００４．４　東京

物流分野において協力することを合意
↓

実務レベルで課題抽出
政府担当者の実務研修

日韓運輸ハイレベル協議
　　　　　　　　　　　２００４．３　東京

物流分野において協力することを合意
↓

実務レベル協議開催

環境問題に関する国際的視点

・地球温暖化等交通に起因する環境問題は地球規模の問題
　⇒　国際的な連携・協調による取組が必要

・中国、ASEANは世界経済の成長センター
　⇒　経済活動に伴うCO2排出量の増加等が懸念

小
泉
首
相
に
よ
る
「日
・ア
セ
ア
ン
包
括
的
経
済
連
携
構
想
」提
唱

東
ア
ジ
ア
交
通
連
携
　
―
　
交
通
環
境
分
野
の
取
組
を
実
施

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て

東
ア
ジ
ア
連
携
拡
大
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CASBEEの開発

・地方公共団体への普及（名古屋市等）
・CASBEEに係る技術者の育成
・CASBEEの第三者認証制度

CASBEEの普及

・環境負荷と環境品質の両面から総合的に評価　
・消費者（建築主）への分かりやすい情報提供

環境性能の優れた住宅・建築物の普及促進住宅のストック対策の強化

・省エネリフォームの支援
・省エネリフォームに係る技術開発
・既存住宅の省エネ性能に係る情報提供
　等

断熱材（外壁）断熱材（外壁）断熱材（外壁） 複層ガラス複層ガラス複層ガラス

ストック重視の住宅・建築物市場のグリーン化総合戦略（仮称）ストック重視の住宅・建築物市場のグリーン化総合戦略（仮称）

建築物の環境性能効率(BEE)＝ Ｑ

Ｌ

評価項目
Q1：室内環境
Q2：サービス性能
Q3：室外環境

L1：エネルギー
L2：資源・マテリアル
L3：敷地外環境

   サービス性能 Ｑ-２ 

資源・マテリアル ＬＲ－２  

 
室内環境 

Q－１ 

エネルギー 
ＬＲ－１ 

敷地外環境 
ＬＲ－３ 

 

 
室外環境 
Q－３ 

＜評価結果イメージ＞

＜省エネリフォームのイメージ＞

　新築住宅に対する省エネ対策等に加
えて、既存住宅ストックも含めた住宅
市場全体を視野に入れた施策を展開

敷地境界

境界外

境界内

資源消費、
CO2排出など

境界から外部
への配意・騒
音・廃熱・排水
など

近隣建物

近隣建物敷地外への土壌汚染

敷地境界

境界外

境界内

資源消費、
CO2排出など

境界から外部
への配意・騒
音・廃熱・排水
など

近隣建物

近隣建物敷地外への土壌汚染

建築物の環境品質・性能（＝Ｑ）
（室内環境、サービス性能、室外環境）

建築物の環境負荷（＝Ｌ）の低減性
(エネルギー、資源・マテリアル、敷地外環境)

　住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の低減等を、
総合的な環境性能として一体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標と
して示す建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）の開発・普及を推進

＜CASBEEのイメージ＞

＜指標の定義＞
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「全国海の再生」の推進

昔：人口も半分、陸域汚濁負荷流入も少なく、海の生態系
は豊かで自己浄化能力がある状態

現在：人口倍増、陸域汚濁負荷増大、海域で赤潮・夏期貧酸
素水塊発生。魚類、底生生物は生きられない。海底に
はヘドロ。生態系は貧弱に。下水処理場では富栄養
化の原因となる窒素・りんの除去が不十分。合流式下
水道からは雨天時未処理下水の放流。浮遊・漂着・海
底ごみ。直立護岸、市民は海から遠ざけられ、埋立地
には低・未利用地が発生

将来：人口は依然多く、港はにぎわう。しかし、合流式下水道の改善を推
進するとともに、経済的インセンティブを付与することで、窒素・り
んを除去する下水道の高度処理が進み、放流水質はきれいに。
ヘドロも浚渫等で減り海域の内部生産低下、夏期の溶存酸素豊
富に。人工干潟、親水護岸、海辺の緑等の整備により、豊かな生
態系の回復と、人々に快適な親水空間の創出。

「全国海の再生」の推進
国土の健康を回復
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水のネットワーク再生

水と緑のネットワークのイメージ

水と緑のネットワーク形成

公園、下水道、河川、砂防、道路、港湾等の
事業間連携及び多様な主体が参画

公共のオープンスペースの連携

・ヒートアイランド現象の緩和
・生物とふれあいのある都市
・良好な都市景観の形成
・水と緑のうるおいのある都市
・都市の防災機能の向上

自然共生型のまちづくり

＜安春川（札幌市）の事例＞

水のネットワーク再生

水源や水路の保全・再生など水のネットワーク
再生を効果的に行うための制度化を実施

下水の高度処理水の導入・水際の整備等により、
うるおいある水辺環境を創出

下水の高
度処理水
の導入

良好な水際
の形成

バイオ浄化技術の全国展開

ヨシの力で
水を浄化

※左が植生帯、右が霞ヶ浦

＜霞ヶ浦の事例＞

実証実験により微生物
や植物が持つ力を活
用した浄化技術を確立

水質悪化の著しい全国
の湖沼で本格的に導
入
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水・物質循環システム健全化プログラム

・河川水量の減少
・河川、湖沼、海域の水質悪化
・陸域水面の減少
・海浜の減少
・山林の荒廃　　　　　　　　　　　　等

○東京都の水面面積

干上がった河川
海岸線の後退

閉鎖性水域の
富栄養化

水や土砂、生態系に加え栄養塩類等も含む多様な循環系の再構築を
図っていきます

「国土の健康を取り戻す」総合的取組

○持続可能な流域管理手法の方針策定

○モデル地域における「健全な循環システム計画」の策定

○関係機関との連携による総合的な計画の実施支援

○循環の阻害による弊害の現状（下図）

現状の課題

(左：1908年　右：1980年）

栄養塩等の流入

水産資源の回復

浸食対策

健全な循環システムの再構築

土砂の流入

高度処理
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持続可能な海洋の開発･利
用、海洋環境の保全のため
には詳細な海洋環境に関
する情報･知見が必要

300

310

320

330

340

350

360

370

380

1980 1985 1990 1995 2000
年

二
酸

化
炭

素
濃

度
 (

pp
m

)

表面海水中の
二酸化炭素
(1.5ppm/年）

大気中の
二酸化炭素
（1.6ppm/年）

衛星

様々な海洋観測データ
を収集・解析

ブイ

中層フロート

「海洋の健康診断表」（仮称）

海洋汚染物質
（浮遊プラスチッ
ク）の分布

海洋及び洋
上大気の温
室効果ガス
（二酸化炭
素）の長期
変動

海域毎の詳細な実況

本州東方東シナ海

「海洋の健康診断表」（仮称）の提供

○○年ぶり黒潮大蛇行発生
200×年×月、日本の南を流れる黒潮が
1989年12月以来○○年ぶりに東海沖で大
蛇行していることが確認されました。

2.8℃/100年

1.1℃/100年冬季

夏季

定期診断表（週･月･年毎などの「定期検査」）
水温・海流等の実況・予測情報、海洋汚染・温室効果ガスの実況な
ど

日本の南方海域の海面から深さ50ｍまでの水温の長期変動

総合診断表（数年毎の「精密検査」）
海洋環境の長期変動とその要因の分析結果など

臨時診断表（顕著な海
洋現象の発生時に発表）

黒潮などの海流

観測船
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（平成１４年度　建設副産物実態調査　国土交通省）
※ 「縮減」とは焼却などにより減量化すること。

建設廃棄物　

アスファルト・
コンクリート塊　

コンクリート塊　

建設発生木材　

建設汚泥　

建設混合廃棄物　

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　平成１４年度

　平成１２年度

６１％ ２８％

再資源化率　８１％

縮減率 ４％

３８％ ４５％

４５％ ２４％

３０％ １１％

１７％ １９％

７％ ２％

再資源化率　８７％

縮減率 ５％

９８％

９９％

９６％

９８％

建設発生木材、建設汚泥、建設混合
廃棄物のリサイクルが遅れている

建設工事のゼロエミッション化

建設混合廃棄物の削減や、建設
発生木材・建設汚泥等、遅れている

分野でリサイクルを促進

直轄工事においては、グリーン購入によ
り、リサイクル材の積極的活用を促進

再資源化再資源化

建設廃棄物の最終処分量
ゼロを目指す
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木材リサイクル市場拡大戦略（仮称）木材リサイクル市場拡大戦略（仮称）

建設発生木材リサイクル促進行動計画の策定

リサイクル木質建材の市場化への支援 木質系リサイクル材のモデル的使用の推進

・地域の特性を踏まえた建設発生の木材のリサイクルを推進するため、地域ごとに促進行動計画を策定

・木質系のリサイクル材について、建築用
部材としての利用可能性を確認し、その
活用を図るために必要な評価手法につ
いて研究開発を実施。

 

東品川４丁目地区における活用例

(住棟内集会室床) (住棟内ベンチ)

・民間事業者、県、国が連携し、モデル県において平成16年度に行動計画を策定

民間活力の活用によりリサイクル木質建材の開発・供給が図
られるよう市場基盤を整備

国土交通省の直轄事業や公団住宅等において、モデル的
な使用を率先的に行うことにより市場拡大を推進

＜公団住宅におけるモデル的使用事例＞

フローリングへの活用例

サッシへの活用例

住宅
木材は再資源化率低い

利用用途、需要量の
拡大が必要

燃焼
廃棄等

解体 構造材等

床フローリング等

評価
（強度、耐久性等）木質系

リサイクル材

従来

住宅
木材は再資源化率低い

利用用途、需要量の
拡大が必要

燃焼
廃棄等

燃焼
廃棄等

解体解体 構造材等構造材等

床フローリング等床フローリング等

評価
（強度、耐久性等）

評価
（強度、耐久性等）木質系

リサイクル材

従来
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

65 70 75 80 85 90 95 00 年

隻数
３０年前 ２５年前 ５年前１０年前１５年前２０年前

ＦＲＰ船の高度リサイクルシステムの構築

　廃船処理が困難なＦＲＰ※船を再生資源として活用し、適正処理が行えないことから生じるＦＲＰ船の不法投棄・放置沈廃船化防止の一助と
するため、使用済みＦＲＰ船リサイクルシステムを構築する。　　　　　　　　　　　※ＦＲＰ（ＦｉｂｅｒＲｅｉｎｆｏｒｃｅｄＰｌａｓｔｉｃｓ：繊維強化プラスチック）

ＦＲＰ船の耐用年数
３０～４０年程

リサイクル処理の流れ（イメージ）

海洋不法投棄ＦＲＰ船隻数の推移ＦＲＰ製モーターボート出荷隻数の推移

リサイクル制度（イメージ）

セメント工場等

プレジャーボート

漁船

建廃材等
（ＦＲＰ製品）

ＦＲＰ廃船とＦＲＰ
廃建材のベスト・ミ
ックスによるリサイ
クル処理

リサイクル工程リサイクル工程

輸送
粉砕・調合

解体・破砕工程解体・破砕工程

分別・解体

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003年

隻数

処理料金支払
（新規登録時等）

（廃船時）

地域廃船処理協議会（仮称）

・廃船募集広
報活動

・解体実施期
間、解体場
所の検討　
　　　　　　等

・海保による
指導及び取
締り

　　　　　　　等

廃船処理
計画

放置・投棄
廃船対策

地方運輸局、自治体、
海保、関連事業者　等

募集・広報

指導・勧告

委
託

中間処理
事業者

委
託

委
託

　セメント製造

事業者等

非ＦＲＰ廃材 非ＦＲＰ廃材

ＦＲＰ廃材

資金管理法人

又は

処理費用支払

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
所
有
者

各メーカー独自のリサイクルシステム

指定法人のリサイクルシステム
（セーフティネット）

解体事業者

一時保管場所
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リサイクルポート高度化プロジェクトの実施

○港湾における循環資源ストック調整システム（仮称)を構
　築し、リサイクルポート間における循環資源の情報の共
　有化・把握を行うことにより、利便性の確保を図る。

港湾における循環資源ストック調整システム
（仮称）の構築

リサイクルポートにおける施設整備
支援の拡充

リサイクルポート間実証実験

積出港湾 積入港湾
循環資源の海上輸送

○循環資源を取り扱う積替・保管施設等の施設
　整備に対する支援（民間事業者が整備する施
　設整備への低金利融資等）の拡充を図る。

○実証実験を通して、循環資源取扱時に必要とな
　る港湾施設の検証、荷姿の検討等の循環資源の
　適正な取扱いに必要な課題を抽出し、その解決　
　を図ることにより事業化を促進する。

・循環資源を取扱う際の荷
　姿の検討
・輸送時に必要となる港湾
　機能の検証

・荷役効率の向上方策の
　検討
・返り便の有効活用方策
　の検討

上屋

荷役機械

積替・保管施設

ふ頭用地岸壁

：補助対象

：補助対象外

：民間整備
不透水性舗装

上屋

荷役機械

積替・保管施設

ふ頭用地岸壁

：補助対象

：補助対象外

：民間整備

：補助対象：補助対象

：補助対象外

：民間整備
不透水性舗装

施設整備に対する支援の拡充
（民間事業者への低金利融資等）

廃棄物の動き

情報の動き

排出者

前処理・積替・保管施設

排出者

排出者

搬　出　側
リサイクルポート

前処理・積替・保管施設

受　入　側
リサイクルポート

処 理 施 設

排出者

・受入量
・保管量

・受入可能量
・処理可能量

など

輸送情報の

提供・公開

関係機関

港湾における循環資源

ストック調整システム（仮称）
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